
 

 

 

角田市ウォーターＰＰＰ事業導入に関する 
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令和７年１０月 

 

宮城県角田市 

  



１ 調査背景及び目的 

角田市（以下「本市」という。）では、公共下水道事業において、限られた予算及び職

員の範囲で下水道事業のより一層の効率化及び質の向上を図る必要があります。 

本市では、維持管理から更新工事までを一体的に捉え、各事業のサービスレベルの維

持・向上を目指すため、民間事業者に包括的な管理運営を委託すること（管理・更新一体

マネジメント「更新支援型」）を検討していますが、市場の動向や民間事業者の意向等を

把握し、今後の事業計画策定の基礎資料とするため、アンケート調査及びヒアリング調査

（事業者等の皆様との対話）を実施します。 

 

 

２ 本調査の実施スケジュール 

  本調査の実施スケジュールは下記の通りを予定しています。 

日程 内容 

令和７年１２月１１日（木） 本調査の公表 

令和７年１２月２５日（木） アンケート調査票の提出締切 

令和８年 １月中旬 対話日程 ※各社個別に調整 

令和８年 ２月上旬 結果概要の公表 

 

 

３ ウォーターＰＰＰとは 

従来では、公共施設の維持管理は、自治体が行うか、または個別に業者へ委託してきま

したが、人手不足や物価高騰に伴い、持続可能性の確保が難しくなってきています。 

そこで、国はＰＰＰ/ＰＦⅠ手法を活用した公共施設維持管理の包括的民間委託を自治

体へ採用するよう働きかけています。本市も上下水道事業に関するＰＰＰ/ＰＦⅠ手法で

あるウォーターＰＰＰの導入可能性を検討しているところです。 

ウォーターＰＰＰは、対象となる公共施設を上下水道に絞り、コンセッション方式また

はコンセッション方式に準ずる方式（管理・更新一体マネジメント方式）のいずれかで運

用することになります。 

＜コンセッション方式＞ 

・長期契約（10年～20年） 

・性能発注（仕様発注と違い、目標値が明示されるがその過程・手順を明示しない） 

・維持管理・修繕・更新工事に加えて利用料金の収受も含まれ、運営権が授与される。 

 

＜管理・更新一体マネジメント方式＞ 

・長期契約（原則 10年） 

・性能発注（仕様発注と違い、目標値が明示されるがその過程・手順を明示しない） 

・維持管理・修繕までが必須で、更新工事は含まれないパターンもある。 

・利用料金の収受は含まれない（原資は自治体からの委託料など）。 

詳細は国のＨＰをご確認下さい。 



４ 事業の概要等 

別紙「事業概要書」をご確認ください。 

 

 

５ 本調査への参加について 

本調査にご参加いただける場合は、「角田市ウォーターPPP事業導入に関するアンケー

ト調査 調査票」をご記入いただき、ご提出をお願いいたします。 

（１）調査票 

   本市ホームページに、角田市ウォーターPPP事業導入に関するアンケート調査実施

要領、事業概要書とともに、調査票を提示します。 

（２）調査票の提出 

   「角田市ウォーターPPP事業導入に関するアンケート調査 調査票」を提出期限まで

にご提出ください。 

①  提出期限 

   令和７年１２月２５日（木） １７時まで 

 ② 提出方法 

   電子メールにて以下のアドレスに送信をお願いします。 

   なお、件名には「アンケート調査 調査票提出」とご記載ください。 

   E-mail：jougesui@city.kakuda.lg.jp 

③ 参加資格 

  以下のいずれかに該当する者が所属している企業とする。 

・公益社団法人日本下水道管路管理業協会認定の「下水道管路管理総合技士」又は

「下水道管路管理主任技士」の資格を有する者。 

・下水道処理施設維持管理業者登録規程（昭和 62年建設省告示第 1348号）第 3条第

1項の規定による「下水道処理施設管理技士」の資格を有する者。 

・下記業務または工事のいずれかに関する５年以上の実務経験を有する者。 

イ．下水汚泥の処理場の維持管理業務 

ロ．下水道管路施設の維持管理業務（点検調査、清掃、修繕に限る。） 

ハ．下水道管路施設の建設・更生工事 

ニ．水道事業の維持管理業務 

・下水道管路施設の維持管理計画立案に関する業務の実績を有する者。 

ただし、次のいずれかに該当する場合を除く 

  ・地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当する者。 

・会社更生法（平成 14年法律第 154号）及び民事再生法（平成 11年法律第 225号）

に基づく更生・再生手続き中の者。 

  ・無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11年法律第 147号）

第 8条第 2項第 1号の処分を受けている団体若しくはその代表者、主宰者その他の

構成員又は当該構成員を含む団体。 

  ・宮城県暴力団排除条例（平成 23年 3月 18日 条例第 51号）第 22条又は第 23条

に違反している事実がある者。 



６ 調査結果の公表 

アンケートの結果については、後日ホームページで概要を公表します。 

公表にあたっては、事前に各提出者に内容の確認を行うことがあります。 

なお、アンケート提出者の名称並びに企業ノウハウに係る内容は、公表いたしません。 

 

 

７ 留意事項 

（１）調査に関する費用 

   調査に要する費用は、本調査への参加事業者の負担とさせていただきます。 

（２）調査への参加の取扱い 

   本調査への参加実績は、事業者選定における評価の対象とはなりません。また、ご

回答内容について確認をさせていただく場合があります。 

（３）ヒアリング調査へのご協力 

   本調査の内容を踏まえ、追加のヒアリング調査をお願いすることがあります。その

場合、可能な範囲でご協力をお願いいたします。 

 

 

８ 問い合わせ先 

（１）担当部署 

   角田市上下水道事業所 

   所在地：〒９８１－１５９２ 

       宮城県角田市角田字大坊４１ 

   TEL ：０２２４－６３－０１３５   FAX：０２２４－６１－２４５５ 

   E-mail：jougesui@city.kakuda.lg.jp 

   ホームページ：https://www.city.kakuda.lg.jp/ 

（２）本調査の委託会社 

   株式会社パスコ 

   東北事業部 技術センター 社会情報部 施設情報課 

   所在地：〒９８３－０８６４ 

       宮城県仙台市宮城野区名掛丁２０５－１ 

   TEL ：０２２－２９２－２９９２   FAX：０２２－７９２－２６６０ 

   E-mail：taadka1016@pasco.co.jp 

   担当者：中田 岳志 


